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地 域 福 祉 課 業 務 概 要 
 

 地域福祉課の業務は、児童福祉、母子父子寡婦等の福祉、高齢者福祉、民生委員・児童委員、身体   

障害者・知的障害者の福祉、配偶者暴力相談支援センター、戦傷病者の援護を主要業務として実施して

いる。 

  

１ 児童福祉 

  児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給事務を行った。 

 

２ 母子父子寡婦等の福祉 

  母子及び父子並びに寡婦福祉法等に基づき、相談業務や、母子父子寡婦福祉資金貸付等により、  

母子・父子（寡婦）家庭の経済的自立助成と生活意欲の助長を図った。   

 

３ 高齢者福祉 

  満百歳者に対する敬老事業や、老人福祉施設入所中の公的年金を支給されない者に対し、法外援護

給付金の支給を行った。 

 

４ 民生委員・児童委員 

  民生委員・児童委員活動費、民生委員推薦会及び協議会交付金等の事務を行った。 

 

５ 身体障害者・知的障害者の福祉 

  「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づいた地域相談員の委嘱や、

市町が行う在宅の重度の障害者等に対する手当の給付に対し、市町に補助金を交付した。 

 

６ 配偶者暴力相談支援センター 

  「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づいて、配偶者や交際相手からの

暴力等に悩んでいる方からの相談を受け、必要な助言・支援を行った。 

 

７ 戦傷病者の援護 

  戦傷病者特別援護法に基づく療養給付・戦傷病者手帳・補装具等の事務を行った。 

 

８ 児童手当事務指導監査 

  児童手当法に基づく児童手当の認定・支払い事務の適切な運営を図るため、管内市町の指導監査を

行った。 

 

９ 中核地域生活支援センター連絡調整会議 

  管内の中核地域生活支援センターと関係機関との連絡調整会議を開催した。 
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１ 児 童 福 祉 
 

 (1) 児童扶養手当 

ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育している家庭等の生活の安定と自立を 

助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に、児童扶養手当を支給している。 
 

ア 児童扶養手当支給状況 
表 1－(1)－ア 児童扶養手当支給状況     

２６年度 
支給世帯数 受給資格認定件数 

２７３ ４３ 

酒々井町 １５９ ２５ 

栄 町 １１４ １８ 

 
イ 児童扶養手当受給者の世帯類型別  

表 1－(1)－イ 児童扶養手当受給者の世帯類型別 

 区分 
 

年度 

世 帯 類 型 別 
生別母子世帯 死 別 

母子世帯 
未婚の 
母子世帯 

障害者 
世 帯 遺棄世帯 その他の

世帯 計 
離 婚 その他 

２６年度 ２３９ ４ ３ ２０ １ ０ ６ ２７３ 

 
 
(2) 特別児童扶養手当 

精神又は身体に政令で定める程度の障害を有する 20 歳未満の児童を監護している父若しくは母、

又は養育者に対して特別児童扶養手当を支給している。 
    

表 1－(2) 特別児童扶養手当支給状況 
区分 

 

市 町 

 

支給者数 

支 給 対 象 障 害 児 数 

身体障害 精神障害 重複障害  計 

1 級 2 級 1 級 2 級 1 級 2 級 1 級 2 級 

２６年度 1,040 229 93 273 477 23 0 525 570 

成 田 市 227 46 19 51 115 5 0 102 134 

佐 倉 市 198 33 17 66 86 6 0 105 103 

四街道市 137 33 14 31 68 0 0 64 82 

八 街 市 148 35 13 44 60 6 0 85 73 

印 西 市 121 31 11 28 57 2 0 61 68 

白 井 市 93 27 10 19 39 2 0 48 49 

富 里 市 57 13 6 16 23 1 0 30 29 

酒々井町 22 6 2 3 10 1 0 10 12 

栄   町 37 5 1 15 19 0 0 20 20 
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２ 母子父子寡婦等の福祉 

  母子・父子家庭及び寡婦の経済的自立と生活意欲の助長及びその児童の福祉向上を図ることを目的

として、母子父子寡婦福祉資金貸付制度により各種資金の貸付を行っている。  
(1) 母子父子福祉資金貸付状況 

表 2－(1) 母子父子福祉資金貸付状況                         （単位：千円） 
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業
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介

護 

生

活 

住

宅 

転

宅 
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２ ６ 年 度 - - 8,880 - - - - - - - - - 

成 田 市 - - 1,272 - - - - - - - - - 

佐 倉 市 - -  - - - - - - - - - - 

四 街 道 市 - - 648 - - - - - - - - - 

八 街 市  - - 3,456 - - - - - - - - - 

印 西 市  - - 1,296 - - - - - - - - - 

白 井 市  - - 1,728 - - - - - - - - - 

富 里 市  - - - - - - - - - - - - 

酒 々 井 町 - - 480 - - - - - - - - - 

栄 町  - - - - - - - - - - - - 

 

 (2) 寡婦福祉資金貸付状況 
表 2－(2) 寡婦福祉資金貸付状況                                  (単位：千円) 
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２ ６ 年 度 - - - - - - - - - - - - 

成 田 市 - - - - - - - - - - - - 

佐 倉 市 - - - - - - - - - - - - 

四 街 道 市 - - - - - - - - - - - - 

八 街 市 - - - - - - - - - - - - 

印 西 市 - - - - - - - - - - - - 

白 井 市 - - - - - - - - - - - - 

富 里 市 - - - - - - - - - - - - 

酒 々 井 町 - - - - - - - - - - - - 

栄 町 - - - - - - - - - - - - 

 

３ 高 齢 者 福 祉 

 (1) 満百歳者に対する祝品等贈呈事業 

満百歳者に対し社会発展の功労者として敬愛し、長寿を祝福するため内閣総理大臣から祝状 

及び記念品を贈呈している。 
表 3－(1) 満百歳者  平成 26 年 9月 1日現在   （単位：人） 

区 分 

市 町 
満百歳者 

左の内訳 

男 女 

２６年度 １０９ ２３ ８６ 

成 田 市 １９ ３ １６ 

佐 倉 市 ３２ ４ ２８ 

四 街 道 市 １２ ４ ８ 

八 街 市 １３ ５ ８ 

印 西 市 １１ ２ ９ 

白 井 市 ６ ０ ６ 

富 里 市 ６ ３ ３ 

酒 々 井 町 ７ １ ６ 

栄 町 ３ １ ２ 



－   － ６３

(2) 老人福祉施設入所者法外援護給付金支給事業 

   老人福祉施設の入所者で、公的年金などを受給していない人に対し法外援護給付金を支給 
している。 
表 3－(2) 老人福祉施設入所者法外援護給付金支給状況 

 支給実人員 支給金額（円） 

２６年度 ２２ 1,190,433 

 4 月 ～ 7 月 ２２ 397,709 

 8 月 ～ 11 月 ２２ 408,112 

12 月 ～ 3 月 ２１ 384,612 

 

４ 民生委員・児童委員 

  民生委員・児童委員は、地域の社会福祉の増進に努めることを本務として、自主的な活動を

行っているほか、行政機関への協力者として活動している。 
 

表 4 民生委員・児童委員配置状況 

市 町 定 数 
現         員 

 

民生委員・児童委員 主任児童委員 計 
２６年度 １，００９ ８８４ ８６ ９７０ 
成 田 市 ２０６ １８４ ２０ ２０４ 

佐 倉 市 ２０９ １８６ １６ ２０２ 

四 街 道 市 １３５ １１９ １２ １３１ 

八 街 市   ９３ ８７   ６ ９３ 

印 西 市   １３９ １１２   １４ １２６  

白 井 市   ８５ ６７   ８   ７５ 

富 里 市   ７１ ６２   ６ ６８  

酒 々 井 町   ３２ ３０   ２   ３２ 

栄   町   ３９   ３７   ２   ３９ 
 

５ 身体障害者・知的障害者の福祉 

 (1) 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当給付事業 

在宅の重度知的障害者及びねたきり身体障害者又はその家族に、市町が行う手当の給付に 

対して補助金を交付している。 

表 5－(1) 在宅重度知的障害者福祉手当・ねたきり身体障害者福祉手当補助状況 

区 分 

市 町 

在宅重度知的障害者 ねたきり身体障害者 

人数 補助金額(円) 人数 補助金額(円) 

２６年度 470 23,143,075 -  

成 田 市 101 4,900,225 -  

佐 倉 市 96 4,878,600 -  

四 街 道 市 86 4,056,850 -  

八 街 市 58 2,772,325 -  

印 西 市 41 2,032.750 -  

白 井 市 28 1,453,200 -  

富 里 市 45 2,305,225 -  

酒 々 井 町 5 229,225 -  

栄   町 10 514,675 -  
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(2) 地域相談員の委嘱 

  「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づいて、地域における身近な

相談役として地域相談員を委嘱している。 

   表 5－(2) 地域相談員委嘱状況 

市 町 
身体障害者 知的障害者 そ の 他

計 
左の内訳 

相 談 員 相 談 員 相 談 員 男 女 

26 年度 ２５ １８ ２３ ６６ ３４ ３２ 

成 田 市 ５ ６ ７ １８ １０ ８ 

佐 倉 市 ４ ４ ４ １２ ６ ６ 

四 街 道 市 ３ １ ５ ９ ５ ４ 

八 街 市 ４ １ ３ ８ ２ ６ 

印 西 市 ３ ２ ２ ７ ４ ３ 

白 井 市 １ １ １ ３ １ ２ 

富 里 市 ２ １ １ ４ ２ ２ 

酒 々 井 町 ２ １ ― ３ ２ １ 

栄   町 １ １ ― ２ ２ ― 

 

 (3) 重度障害児・者日常生活用具取付費補助事業 

   障害者自立支援法の施行に伴い、平成 18年 10 月 1日に制定された重度障害児・者日常生活用具

取付費補助金交付要綱に基づき、市町に対し補助金を交付している。 

表 5－(3) 重度障害児・者日常生活用具取付費補助状況 

市  町  件 数 内  容 補助金（円） 

２６年度 １３  210,450 

成 田 市  １ 移動・移乗支援用具 30,000 

佐 倉 市  ４ 
歩行支援用具、ルームクーラー、 
通信装置 

52,140 

四 街 道 市  １ 移動・移乗支援用具 25,380 

八 街 市  ５ 移動・移乗支援用具、入浴補助用具 47,280 

印 西 市  １ 自立生活支援用具 30,000 

栄 町  １ 移動・移乗支援用具 25,650 

 

６ 配偶者暴力相談支援センター 

   平成 16年 6月、配偶者暴力相談支援センターに指定され、相談事業を開始した。 
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（平成 13 年法第 31 号）に基づいて、

配偶者（婚姻関係と同様の事情にある者を含む）から暴力を受けた者からの相談を受け、必要な助言

や支援を行っている。  
表 6 配偶者暴力相談支援状況 

区分 

総相談件数 来所相談件数 電話相談件数 
書面提 
出件数 

通報 
件数 総数 

うち 
ＤＶ 

内閣府 
報告分 

総数 
うち 
ＤＶ 

内閣府 
報告分 

総数 
うち 
ＤＶ 

内閣府 
報告分 

26 年度 262 224 210 68 67 68 194 157 142 6 0 
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７ 戦傷病者の援護 

 (1) 補装具の交付及び修理 

    戦傷病者手帳の交付を受けた戦傷病者に対し、補装具の交付と修理を行っている。 
表 7－(1) 補装具の交付及び修理状況 

区 分 件 数 費用総額（円） 

２６年度 ０ ０ 

交 付 ０ ０ 

修 理 ０ ０ 

 
 (2) 戦傷病者乗車券引換証の変更 

    戦傷病者手帳の交付を受けた戦傷病者に対し、戦傷病者乗車券引換証の種別変更や年度途中

の交付事務を行っている。 
表 7－(2) 戦傷病者乗車券引換証の発行状況 

区 分 件 数 甲 種 乙 種 

２６年度 ０ ０ ０ 

 

８ 児童手当事務指導監査 

表 8 児童手当事務指導監査状況 

市 町 実 施 月 市 町 実 施 月 

四街道市 平成２７年２月 白 井 市 平成２７年２月 

八 街 市 平成２７年２月 富 里 市 平成２７年２月 

印 西 市 平成２７年２月 栄  町 平成２６年１２月 

 
９ 中核地域生活支援センター連絡調整会議 

  中核地域生活支援センターは平成 16 年 10 月から開始したが、健康福祉センターはこれを  

サポートし、関係機関との連絡調整会議等を開催している。 

表 9 中核地域生活支援センター連絡調整会議実施状況 

開 催 日 平成２７年３月９日 

場 所 印旛合同庁舎 第５会議室 

内 容 
・中核地域生活支援センター「すけっと」活動報告について 
・その他 

構成員・参加者数 
構成員：管内市町関係課、社会福祉協議会、児童相談所、警

察署ほか 
参加者：２９ 人 

 


